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900MHz 帯自営用移動通信システムの高度化に関する技術的条件（測定法案） 

 

諮問第 81 号「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「第４世代移動通信システム

（LTE-Advanced）等の高度化に関する技術的条件」（平成 28 年５月 24 日）から 900MHz 帯自

営用移動通信システムに該当する技術的条件（案）の測定法に関する部分を抜粋したもの。 

 

1 測定法 

 国内で適用されている LTE の測定法に準ずることが適当である。基地局送信、移動局受

信については、複数の送受空中線を有する無線設備にあっては、アダプティブアレーアン

テナを用いる場合は各空中線給電点で測定した値を加算（技術的条件が電力の絶対値で定

められるもの。）した値により、空間分割多重方式を用いる場合は空中線給電点毎に測定し

た値による。移動局送信、基地局受信については、複数の送受空中線を有し空間多重方式

を用いる無線設備にあっては、最大空中線電力及び空中線電力の許容偏差は各空中線端子

で測定した値を加算した値により、それ以外は空中線端子毎に測定した値による。 

(1) 送信装置 

ア 周波数の許容偏差 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局を変調波が送信されるように設定し、波形解析器等を使

用し、周波数偏差を測定する。 

 被試験器が、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定すること

ができる。 

(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局を基地局シミュレータと接続し、波形解析器等を使用し

周波数偏差を測定する。 

イ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、空中線端子に接続さ

れたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不

要発射の強度を測定する。 
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分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合

は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯

域幅内に渡って積分した値を求める。 

 また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等

の影響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し

参照帯域幅に換算する方法を用いることができる。 

 なお、被試験器の空中線端子からアンテナ放射部までにフィルタによる減

衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

 アダプティブアレーアンテナを用いる場合は、空中線電力の総和が最大と

なる状態にて測定すること。 

(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配

器等により接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。分解能帯域

幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎

にスプリアス領域における不要発射の強度を測定する。 

 分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場

合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照

帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

 また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等

の影響を受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し

参照帯域幅に換算する方法を用いることができる。 

ウ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、空中線端子に接続さ

れたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定めら

れた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に隣接チャネル漏えい電力を

測定する。 

 分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場

合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照

帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

(ｲ) 移動局 
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 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配

器等により接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。分解能帯域

幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎

に隣接チャネル漏えい電力を測定する。 

 分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場

合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照

帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

エ スペクトラムマスク 

(ｱ) 基地局 

 スプリアス領域における不要発射の強度の(ｱ)基地局と同じ測定方法とする

が、技術的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。 

(ｲ) 移動局 

 スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ)移動局と同じ測定方法とする

が、技術的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。 

オ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定する。スペクトルアナラ

イザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の 0.5％とな

る上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配

器により接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。スペクトルア

ナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の 0.5％

となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

カ 空中線電力 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、電力計により空中線

電力を測定する。 

 アダプティブアレーアンテナを用いる場合は、一の空中線電力を最大にし

た状態で空中線電力の総和が最大となる状態等で測定すること。 
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(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び電力計を分配器等により接続

する。最大出力の状態で送信し、電力計により空中線電力を測定する。 

キ 送信オフ時電力 

(ｱ) 基地局 

 規定しない。 

(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局を基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配

器等により接続し、送信停止状態とする。分解能帯域幅を技術的条件により

定められた参照帯域幅とし、漏えい電力を測定する。 

 分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場

合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照

帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

ク 送信相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局と不要波信号発生器及びスペクトルアナライザを分配器

等により接続する。被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、不

要波信号発生器の送信出力及び周波数を技術的条件に定められた値に設定す

る。スペクトルアナライザにより隣接チャネル漏えい電力、スペクトラムマ

スク及びスプリアス領域における不要発射の強度と同じ方法で測定する。 

(ｲ) 移動局 

 規定しない。 

(2) 受信装置 

ア 受信感度 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局と移動局シミュレータを接続し、技術的条件に定められ

た信号条件に設定する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、

スループットを測定する。 

(ｲ) 移動局 
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 被試験器の移動局と基地局シミュレータを接続し、技術的条件に定められ

た信号条件に設定する。基地局シミュレータからランダムデータを送信し、

スループットを測定する。 

イ ブロッキング 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び変調信号発生器を接続し、技

術的条件に定められた信号レベルに設定する。移動局シミュレータからラン

ダムデータを送信し、変調信号発生器の周波数を掃引してスループットを測

定する。 

(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び変調信号発生器を接続し、技

術的条件に定められた信号レベルに設定する。基地局シミュレータからラン

ダムデータを送信し、変調信号発生器の周波数を掃引してスループットを測

定する。 

ウ 隣接チャネル選択度 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的

条件に定められた信号レベルに設定する。信号発生器の周波数を隣接チャネ

ル周波数に設定してスループットを測定する。 

(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的

条件に定められた信号レベルに設定する。信号発生器の周波数を隣接チャネ

ル周波数に設定してスループットを測定する。 

エ 相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び２つの妨害波信号発生器を接

続する。希望波及び妨害波を技術的条件により定められた信号レベル及び周

波数に設定する。移動局シミュレータからランダムデータを送信し、スルー

プットを測定する。 

(ｲ) 移動局 
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 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び２つの妨害波信号発生器を接

続する。希望波及び妨害波を技術的条件により定められた信号レベル及び周

波数に設定する。基地局シミュレータからランダムデータを送信し、スルー

プットを測定する。 

オ 副次的に発する電波等の限度 

(ｱ) 基地局 

 被試験器の基地局を受信状態（送信出力停止）にし、受信機入力端子に接

続されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定

められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に副次的に発する電波の

限度を測定する。 

 分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場

合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照

帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

 なお、被試験器の空中線端子からアンテナ放射部までにフィルタによる減

衰領域がある場合には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

(ｲ) 移動局 

 被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配

器等により接続し、試験周波数に設定して受信状態（送信出力停止）にす

る。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定され

る周波数範囲毎に副次的に発する電波の限度を測定する。 

 分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場

合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照

帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

(3) 運用中の設備における測定 

 運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほ

か、(1)及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 

 


